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東日本大震災の被災者支援に関する税務上の措置
（出典：BMF Schreiben vom 24. März 2011）  
 

ドイツ連邦財務省は、2011 年 3 月 11 日に日本で発生した地震及び津波ならび

に原発事故の被災者への支援に関する税務上の措置についての通達を 2011

年 3 月 24 日に公表しています。この通達による措置は 2011 年 3 月 11 日から

2011 年 12 月 31 日まで適用されます。通達は主に以下の内容を含んでいます。 

 

I. 事業資産の拠出に対する税務上の取り扱い 

以下のケースにおいて、事業者が事業資産を拠出する場合、当該費用は税務上

損金とみなされます。 

 

1． 会社がその事業資産をスポンサーとして拠出する場合 

2． 被災した取引先に対して取引関係の継続を目的として事業資産を無償提

供する場合 

3． 上記の要件を満たさないその他の拠出（金銭以外の経済財または事業上

の便益及び役務） 

 

II. 賃金税上の取り扱い 

 

1．被災従業員への見舞金等 

 

雇用者による被災従業員への見舞金等は、2011 年賃金税ガイドライン R3.11 第

2 項第 2 文の要件が満たされていない場合でも非課税とされます。すなわち、見

舞金は年間 600ユーロまで非課税とされますが、600ユーロを超える部分につい

ても今回の災害のような緊急事態の場合は非課税とされます。 

また、災害による被害の復旧を目的とする無利子の従業員貸付金といった形式

での補助においては、貸付金額が被害額を超えない場合は、当該利子相当分の

ベネフィットは非課税として取り扱われます。 

ドイツ 最新情報 
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2．従業員による寄付金の取り扱い 

 

従業員が給与の一部を以下の寄付金等に振り替える場合は、当該額は賃金

税の対象から除外されます。 

a) 会社の被災従業員に対する見舞金 

b) グループ会社の被災従業員に対する見舞金 

c) 適格慈善団体への寄付金 

 

 

III. 寄付金（募金）の取り扱い 

 

国内の公法上の法人、国内の公的機関または認定された福祉団体による募

金活動については、寄付金の額に制限なく、簡便的な寄付金証明書が認めら

れます。これらについては、例えば銀行ステートメントといった金融機関による

現金払い込み証または記帳証明もしくはオンラインバンキングの場合はプリン

トアウトで十分とされます。2011 年 3 月 30 日までの間に寄付金受取人の特別

口座ではなく一般口座に送金された拠出金についても同様に簡便的な支払い

証明書が認められます。 

税務上の優遇措置の対象とならない団体等が寄付金口座を開設し募金を募る

場合、当該口座が預託口座として保有され募金が慈善団体または公法上の法

人もしくは公的機関に送られるのであれば、拠出金の寄付金控除が可能です。

寄付金証明書の作成のためには、寄付先に対して個々の寄付者及びそれぞ

れの寄付金が寄付金総額に占める割合のリストが渡されねばなりません。 

以下の場合は簡便的な寄付証明書も認められます： 

•  寄付金総額が国内の公法上の法人または認定された福祉団体の特

別口座に送金される。 

•  個々の寄付者は、金融機関の記帳証明のコピーならびに各人が拠出

した金額を含む寄付者全員のリストを受領する。このリストに代わって

寄付者個々人宛の個別証明書を作成することも可能です。 

 

IV. 公益法人による募金行為  

 

公益法人は原則的に定款目的以外に、税務上の優遇措置（非課税）の対象と

なる資金を使用することは認められません。スポーツクラブ等、特に慈善目的

といったような行為を定款目的としない公益法人が、被災者への寄付を募り、

これら寄付金を定款目的に使用しない場合の取り扱いは以下の通りとなります。 

当該公益法人は、被災者のための募金活動により得た資金を、定款内容の変

更をすることなく、被災者支援のために使用することが認められます。これら寄

付金が、慈善活動を行う公益法人または国内の公法上の法人もしくは国内の

公的機関に被災者支援を目的として送金されれば十分とされます。これらの寄

付金を受けた慈善団体は、寄付金証明書を発行せねばなりません。この証明

書のなかには募金活動についての記述が必要です。 

 

 

V. 売上 VAT 

 

事業資産の無償提供に際しては災害の場合であっても VAT 法上の一般規定

が適用されますので留意が必要です。また、VAT 法第 4a 条に規定される、専

ら公益、慈善または宗教上の活動を目的とする法人及び公法上の法人に対す

る前段階 VAT の還付対象も拡大されません。 
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繰越欠損金の利用制限に関わる会社再建留保条項に

対する EU委員会決定（German Newsletter Issue 1 －

January 2011の続報） 
（出典：Tax & Law Magazine 2/2011） 
 

2008 年 1 月 1 日以降に行われる出資持分変動についてドイツ立法者は法人

税法第 8c条第 1a項に会社再建留保条項を導入しました。この会社再建留保

条項により、会社再建が必要な法人については法人税第 8c 条の適用対象と

なる出資持分変動に関わらず、持分取得が会社再建を目的として行われる場

合には、税務上の繰越欠損金及び（利息の損金算入制限規定により損金算入

されず翌期に繰り越された）繰越利息が消滅しないこととされました。 

しかし、EU委員会は、会社再建留保条項が EU法に抵触する公的助成金に相

当するとして同条項の適用に関する承認を却下しました。2011 年 1 月 26 日に

出されたこの会社再建留保条項の適用禁止決定をもって EU 委員会は 2010

年 2 月 24 日に開始した EU条約違反審査手続きを公式に終了しました。 

EU 委員会はその決定の根拠として、ドイツ法人税法が、出資構成に一定の変

動があった場合には、損失の相殺を原則として認めていないことを指摘してい

ます。会社再建留保条項が業績が悪化している企業に対して、出資者構成の

変動に関わらず欠損金を将来の利益と相殺する可能性を認めていることから、

この条項により企業及び場合によっては当該企業の取得者が企業間競争を阻

害する財務上の便益を税務上の優遇措置のかたちで享受することになるとし

ています。 

この助成金を禁止する委員会決定は過去についても適用されます。EU委員会

はドイツに対し、2008 年 1 月 1 日以降会社再建留保条項の適用の下で損失

の相殺または繰越欠損金の利用を通じて享受した税務上の便益すべてについ

て返還を求めることを義務付けています。ドイツは委員会決定から 2 ヶ月以内

に、委員会に対し優遇措置を受けた納税者のリストを提出し、返還すべき助成

金の総額を通知せねばなりません。 

ドイツ連邦財務省は、今後の対応策を決定するために EU 委員会の決定根拠

を詳細に検討することを公言しています。連邦政府及び対象企業のいずれも、

決定から 2 ヶ月以内に EU 委員会の決定の適法性の審査を求めて欧州司法

裁判所へ提訴することが可能です。 

 

 

 

ドイツ連邦財務省通達: E バランスシート（E-Bilanz）の

分類法（Taxonomy）の公表及びパイロットプロジェクト期

間の告知 –E バランスシート導入時期の延長に対する

連邦参議院による同意（German Newsletter Issue 1 －

January 2011の続報） 
（出典：eNewsletter 17.12.2010） 
 

ドイツ連邦財務省は 2010 年 12 月 12 日付に Eバランスシートの導入について

の通達を公表しています。 通達の中で連邦財務省は、Eバランスシートの電子

的方法による提出は、2012 年 1 月 1 日以降開始する事業年度の決算書から

義務付けられるとしており、導入時期の一年間の延期について確認しています。

導入時期の延期に関する財務省法令は 2010 年 12 月 17 日に連邦参議院の

同意を受けています。 
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延期により得られた一年を利用して税務当局は、パイロットプロジェクトの枠組

みの中で 2011 年上半期中にデータ送信及びこれまで要請されていたデータ

の範囲を審査することを予定しています。パイロットプロジェクトの中で、これま

で草案として提示されている税務当局が指定するデータセット (Taxonomy)がテ

ストされることになります。 このために連邦財務省はこのデータセットを別の通

達の中で公表しています。データセットは ポータルサイト www.eSteuer.de にお

いて閲覧及びダウンロードすることができます。連邦財務省は、パイロットプロ

ジェクトの終了及び評価後に適用規則に関する更なる通達を公表し、また同時

に修正版データセットを連邦官報に公告するとしています。これらは、2012 年 1

月 1 日以降開始する事業年度の貸借対照表及び損益計算書の内容の送信に

あたって、所得税法第 5b 条により電子的方法による送信が義務付けられてい

るすべての企業に適用されます。 

 

 

 

スタンバイ（待機）用住居の保有による無制限納税義務
（出典：HC Newsletter März 2011） 

 
個人の納税義務はドイツ税法によると第一義的には居住の有無により判断さ

れます。個人は住所または継続的な滞在場所（居所）を有している場所に居住

するとされます。個人がその住所または継続的な滞在場所（居所）をドイツに有

している場合、無制限納税義務者としてその全世界所得がドイツで課税対象と

されます。住所は、個人のすべての人的関心の物理的な重要拠点となります。

この拠点は納税者が当該住居を維持及び使用することが推察されるような状

況において住居を保有している場所にあります。当該住居が継続的に使用さ

れていることは不可欠とされません。 

ヘッセン州の財政裁判所は 2010 年 12 月 13 日に、普段は国外で生活するフ

ライトアテンダントのスタンバイ用住居が税務上の意味における住所に該当し、

これにより無制限納税義務が発生するとの判決を下しています。簡素な住居

設備及び職業上の理由による僅かな宿泊日数に関わらず財政裁判所は、国

内に住所があるとみなしています。裁判官の見解によると、申立人が当該住居

を主観的に自宅としてではなく単なる就寝場所またはホテル代わりとみなして

いる点は問題とならないとされます。基準となるのは客観的な要件のみで、申

立人の主観的な判断によるものでないとしています。 

 

 

被雇用者の期限付き派遣における旅費の取り扱い 
（出典：HC Newsletter März 2011） 
 

2011 年 1 月 4 日付のミュンスター上級財務局短信によると、被雇用者が雇用

者によって期限付きで関係会社に派遣される場合、出張旅費の必要経費控除

または雇用者による非課税支給の可否の判定に際して、2 つの派遣形態に区

分する必要があるとしています。当局によると、派遣前の雇用関係が派遣期間

中は休止状態となるか、または雇用関係を継続した状態での派遣であるかで

取り扱いが異なってきます。 

派遣元企業との間に締結された雇用関係が派遣期間中休止状態となり、派遣

先関係会社との間に独自の労働契約が締結される場合、 この派遣先企業と

の雇用関係は別個かつ独自に検討されねばなりません。派遣先企業は、民法

上の雇用者であり、この新しい雇用者の事業施設は、当該施設での勤務が継

http://www.eSteuer.de
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続して行われる限りにおいて、派遣開始時点から通常の（一時的でない）勤務

地となります。 

一方、被雇用者が雇用関係を継続した状態で一時的に国外の派遣先関係会

社に派遣される場合は、被雇用者は期限付き派遣によって派遣先企業におい

て通常の勤務地を有することにはなりません。この場合は、一時的外部勤務

（出張）の原則が適用されます。派遣に際して派遣前に居住していた住居が売

却／解約され、被雇用者が勤務地にのみ住居を保有することとなる場合、住

居費は私的な生計費とみなされます。これは職業上の理由による追加費用が

発生しないためです。したがって、住居費の必要経費控除または雇用者による

非課税支給は認められません。 

これに対し、被雇用者が派遣前の住居を維持し、これを随時使用することがで

き、新しい勤務地に更なる住居を所有する場合、職業上の理由による住居費

については必要経費としての控除または雇用者による非課税支給が可能です。 

勤務地における住居に被雇用者の家族も居住する限りにおいて、住居費は推

計により職業上の理由による部分と私的な理由による部分に配分されねばな

りません。 

必要経費控除または雇用者による非課税支給の可能な食事手当の計算にお

いては、派遣前の住居及び通常の勤務地からの不在期間が基準となります。

つまりドイツから国外への派遣の場合は、ドイツの住居及びドイツにおける通

常の勤務地からの不在期間ということになります。 

尚、この短信は 2010 年 7 月 12 日にデュッセルドルフ地区を管轄する

Rheinland 上級財務局が発した短信とほぼ同じ内容となっています。 

 

 

 

学校授業料の特別支出控除 
（出典：HC Newsletter März 2011） 
 

2008 年年次税法により学校授業料の特別支出控除規定が改正されました。

新規定によると学校授業料の特別支出控除の要件は、EU 加盟国または欧州

経済地域（EEA）加盟国に所在する学校であり、当該校が州の管轄国内省庁 、

連邦各州の文部大臣会議、または国内修了認定局により認定された、もしくは

公立校における国内修了資格と同等と認定された、一般教育または職業教育

による、学業、年次または職業資格修了を目的とすることとされます。 

ミュンスター上級財務局は 2010 年 11 月 5 日付の改訂版短信のなかで、2008

年申告年度以降は学校の種類ではなく、到達したまたは目的とされる学校修

了資格が判断基準となる旨を明確にしています。 

特別支出控除の対象となるのは純粋な授業料のみとなります。寄宿、監督保

護及び食事に対する対価は税務上優遇されません。入学のための申請手数

料は、これが経常的な学校運営の資金として使用される場合は特別支出とし

て控除可能です。私立校の運営費用の資金として任意ベースで徴収される保

護者補助費については授業料とみなすことはできません。 

これに対し学校育成協会（Förderverein）に対する保護者による任意の拠出金

は、拠出金が定款目的に沿って運営費または学校経営母体の自己負担分の

補填に使用される場合は控除可能です。ここにおいて税務当局は、保護者が

学校授業料を契約当事者として拠出する場合のみ税務上控除が認められると

する自身の見解を変えています。したがって、特別支出控除にあたっては、誰

が費用を経済的に負担したかどうかのみが判断基準となります。 
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EU 委員会による欧州共通連結法人税課税標準

（ Common Consolidated Corporate Tax Base -

CCCTB ）制度に関する最終提案の公表 
（出典：EU-Tax-Alert (March 2011)） 
 

ユーロ安定化のための EU サミットにおける重要な決定を受け、2011 年 3 月

16 日に EU 委員会は EU 加盟国の財政政策の更なる協調化を求める政治的

趨勢を借りて CCCTB に関する正式な指令案を採択しています。正式な提案に

はこれまで見られなかった、例えば（グループ企業課税標準の）加盟国間での

割当配分について代替的な方法を要求する権限、といった要素が含まれてい

ます。加えて、異なる業種毎に特定の割当配分方式といったような、提案され

た連結制度に関連する詳細なガイダンスが提示されています。 

134 条からなる指令案は、EU 域内で国境を跨いで事業を行う企業グループの

課税標準の算定のための統一的な規定の導入を目的とするこれまで 10 年近

くに及んだ作業の結実です。指令は根本的に、企業が法人税目的においては

27 の異なる税制度にそれぞれ対応するのではなく、EU を単一市場とみなすと

いう前提に基づいています。EU閣僚理事会により採択された場合、CCCTB制

度は、共通の監督下において企業グループの課税利益を連結する選択的な税

制度となり、特定の割当配分方式による対象加盟国間での統一的な課税標準

の割当配分のメカニズムを有することになります。加盟各国は、最終的な税額

の算定にあたってはそれぞれの国の法人税率を適用することになります。 

提案されている方策の目的は、加盟各国の財政上の主権を確保しつつ、企業

に対してグループ会社間での利益と損益の通算、「ワンストップショップ」コンセ

プトの導入による税務上のコンプライアンス費用の最少化及び移転価格問題

の極少化の可能性を創出することにあります。委員会は、CCCTB 制度の導入

による EU 域内で国境を跨いで活動する事業の税務コンプライアンス費用の節

減を年間 700百万ユーロ、連結による節税額を 13 億ユーロと見込んでいます。 

 

 

 

法定健康保険への加入義務免除規定の改正 
（出典：Human Capital Newsletter - October 2010） 
 

2007 年 2 月 2 日に遡及発効した法定健康保険における競争強化のための法

律-Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversi-

cherung-GKV-WSG により、ドイツの法定健康保険への加入義務から免除され

るのは、過去 3 年間（暦年）の給与所得が連続で一定水準を越えている場合と

されていました（詳細につきましては 2007 年度ドイツニュースレター No. 2 

(August)をご参照ください）。 

2010 年 1 月 1 日に施行された「法定健康保険の継続的及び社会的に均衡し

た資金調達のための法律(Gesetz zur nachhaltigen und sozialausgebogenen 

Finazierung der Gesetzlichen Krankenversicherung- GKV-FinG)」により、年間

所得が年収限度額を一回超えた場合には、法定健康保険からプライベート健

康保険へ加入変更することが可能となっています。新規定のもとでは、2010 年

末の時点で 3 年間の待機期間が経過していない加入者であっても、2010 年中

に年間所得が 2010 年に適用される年収限度額（49,950ユーロ）を超えており、

かつ、2011 年の年間所得が 2011 年の年収限度額（49,500ユーロ）を超える見

込みであれば 2011 年 1 月 1 日から法定健康保険への加入が免除され、プラ

イベート健康保険へ移行することができます。 
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登記裁判所を騙る詐欺にご注意ください 
 

ここ数年来、あたかも登記関連費用であるかにみせかけた請求書を会社に送

付してくる詐欺の事例が増えています。請求書は、例えば「Industrie und Ge-

werberegister-Zentrale – Erfassung gewerblicher Einträge-」「Verwaltung für 

Gewerbe & Handelsregister Gewerbe, Industrie- und Handelsveröffentlichun-

gen」といったもっともらしい名称を冠しており、請求書中には実際に会社の変

更登記情報が記載されています。これは電子登記簿の整備にともない、会社

の登記（変更）情報が Unternehmensregister.de といったポータルサイトで簡単

に閲覧できることからでてきた新たな詐欺の手口とみられ、実際に被害にあっ

た事例もでておりますので、見知らぬ機関や業者からのこうした請求書につい

ては簡単に支払いを行わないようご注意ください。 
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